
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇都は、環境に影響を及ぼすと認められる

施策を策定し、及び実施するにあたっては、

環境基本計画との整合を図るものとする。 
（基本条例第１０条） 
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環境審議会に諮問 

都の施策展開（具体化）にあたっては、 
■仕組みづくり、支援、指導など、条例によらない手法 
■義務付け、権利の制限など、条例によることが必要な 
手法 が考えられる。 

「中間のまとめ」を受け、新たな施策の具体化にあたり、 

新たに規制が必要な事項について条例改正を検討。 

 

 

 

 

 

 

※今後、気候変動対策としてのその他の項目及び 
他の分野の施策についても、最終のまとめまでの 
議論も踏まえ、検討していく。 

東京都環境基本計画の改定 
 ★「環境基本計画」：知事が、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定める計画 

【環境基本条例第９条】 
 平成 18 年 5 月 

環境審議会に諮問 平成 19 年５月 
「中間のまとめ報告」

平成 19 年冬頃 
「最終答申」 

新たな施策あり方、方向性について検討 

 

気候変動を初めとする喫緊の

課題に対応するため、「中間の

まとめ」に示された施策のあり

方を踏まえ、都として早期の施

策の具体化を検討 
⇒「東京都気候変動対策方針」

の策定 

条
例
改
正
（
２０
年
度
） 

特に喫緊の課題である気候変動対策については、 

代表的な施策を先行的に提起した「方針」を基に、 

早期に実効性のある制度を構築していく。 

◎現段階では８項目について提案。 

環境確保条例改正特別部会における検討事項案の考え方について 

 

最終答申、新たな環境基本計画の
策定を待たず、出来るところから
先行的に実行。 
最終答申に向け、新たな課題、施
策構築が必要となる事項につい
ても、スピード感を持って対応。
条例改正が必要な事項は、環境審
議会に諮問。

資料２ 



 

■ 総論部分についての考え方 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 環境基本条例と環境確保条例の関係 

 環境基本条例は、前文、環境保全の基本理念、行政・事業者・都民の責

務、施策の枠組み等を内容とする「プログラム規定」で構成された条例

である。 
 

 環境確保条例は、環境基本条例で規定する規制の措置等を具体的に規定

した「規制条例」。平成６年度に環境基本条例を制定したとき、それま

で公害防止条例（環境確保条例の前身）にあった前文を削除し、知事の

責務の規定を削減する一方、環境基本条例で前文を規定し、都の義務や

努力義務規定を規定している。 
 

● 総論部分の考え方 

 環境確保条例は、具体的な規制を主目的とする条例であることから、そ

もそも総則部分は必要最小限の範囲で規定している。 
 

 環境保全の理念や都の責務など総論的な規定については、環境基本条例

で規定することと整理している。 
 
 
 
 
 
 
 

【第１回特別部会での委員からの意見】 

 

 個別具体的な中身の前に、ある意味では精神規定みたいなものに関することで

あるが、条例第１条にある目的について「現在及び将来の都民が健康で安全かつ

快適な」とあるが、今回の改定により、条例がどういう目的を持つのか、新たな

目的の追加についても議論していくべきではないか。 

 どういうスタンスで、誰に対して何をいうのかという基本的なことを考える必

要がある。 

 将来世代や予防原則、情報の重要性について前文や総論的な条文に入れるべき

ではないか。 

 



 
東京都環境基本条例 

平成六年七月二〇日 

条例第九二号 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条―第八条) 

第二章 環境の保全に関する基本的施策(第九条―第二十三条) 

第三章 地球環境の保全の推進等(第二十四条) 

第四章 東京都環境審議会及び東京都環境保全推進委員会(第二十五条・第二十六

条) 

附則 

人間は、限りない自然の恵みの下で生命を育んできた。 

しかし、近時の科学技術の発達により、私たちの生活が便利で活力に満ちたもの

となる一方で、資源及びエネルギーが大量に消費され、自然の生態系にまで影響が

及ぶこととなり、私たちの生命及び生活の基盤である地球の環境が脅かされるまで

に至っている。 

私たちの住む東京では、歴史的地域的特性を生かしながら人間性豊かな都市と快

適な都市環境をつくる努力が重ねられてきたが、人口の集中及び産業の集積が進み、

都市活動が活発化したことに伴い、かつてない環境への負荷がもたらされてきてい

る。 

もとより、すべての都民は、良好な環境の下に、健康で安全かつ快適な生活を営

む権利を有するとともに、恵み豊かな環境を将来の世代に引き継ぐことができるよ

う環境を保全する責務を担っている。 

また、都民の福祉の向上を図ることを使命とする東京都は、現在及び将来の都民

が健康で安全かつ快適な生活を営む上で欠くことのできない良好な環境を確保する

責務を有するものである。 

東京都は、これまで、環境行政の基本として、東京における公害を防止絶滅し、

自然の破壊をくい止め、その回復を図るための施策を積極的に進めてきた。今後、

さらに、環境への負荷の少ない都市を実現し、これを将来の世代に引き継ぐため、

都民とともにより総合的計画的な取組を行うことが必要である。 

このような認識の下に、人と自然とが共生することができる豊かな環境を保全し、

創造するとともに、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な東京をつくりあげ

ていくために、ここに、この条例を制定する。 

 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに東京都(以下「都」

という。)、特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)、事業者並びに都民

の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項を定め

ることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現

在及び将来の都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良好な環

境を確保することを目的とする。 

 

(定義) 

第二条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられ

る影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の

人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚

染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわ

れ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。 



 
(基本理念) 

第三条 環境の保全は、都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要とする良

好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われな

ければならない。 

2 環境の保全は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能

な都市を構築することを目的として、すべての者の積極的な取組によって行われ

なければならない。 

3 地球環境の保全は、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければな

らない。 

 

(都の責務) 

第四条 都は、環境の保全を図るため、次に掲げる事項に関し基本的かつ総合的な

施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

一 公害の防止に関すること。 

二 大気、水、土壌、動植物等からなる自然環境の保全に関すること。 

三 野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保に関すること。 

四 人と自然との豊かな触れ合いの確保、良好な景観の保全、歴史的文化的遺産

の保全等に関すること。 

五 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に関すること。 

六 地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に関すること。 

七 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減に関すること。 

2 都は、環境の保全を図る上で区市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、区市町

村が行う環境の保全のための施策を支援するよう努めるものとする。 

 

(区市町村の責務) 

第五条 区市町村は、環境の保全を図るため、その区域の自然的社会的条件に応じ

た施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

(事業者の責務) 

第六条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に努めると

ともに、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全

するため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。 

2 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されること

による環境への負荷の低減に資するために必要な情報の提供に努めなければなら

ない。 

3 前項に定めるもののほか、事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動

を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄

されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

4 前三項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら

努めるとともに、都又は区市町村が実施する環境の保全に関する施策に協力する

責務を有する。 

 

(都民の責務) 

第七条 都民は、その日常生活において、環境への負荷の低減並びに公害の防止及

び自然環境の適正な保全に努めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、都民は、環境の保全に自ら努めるとともに、都又は区

市町村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

 

 

 



 
(東京都環境白書) 

第八条 知事は、環境の保全に関する施策の総合的な推進に資するとともに、都民

に環境の状況、環境の保全に関する施策の実施状況等を明らかにするため、東京

都環境白書を定期的に作成し、公表するものとする。 

 

第二章 環境の保全に関する基本的施策 

(環境基本計画) 

第九条 知事は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

東京都環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。 

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 環境の保全に関する目標 

二 環境の保全に関する施策の方向 

三 環境の保全に関する配慮の指針 

四 前三号に掲げるもののほか、環境の保全に関する重要事項 

3 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、都民の意見を反映することができ

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

4 知事は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ東京都環境審議会及び

区市町村の長の意見を聴かなければならない。 

5 知事は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

6 前三項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

(施策の策定等に当たっての義務) 

第十条 都は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当

たっては、環境基本計画との整合を図るものとする。 

2 都は、都の環境の保全に関する施策について総合的に調整し、及び推進するため

に必要な措置を講ずるものとする。 

 

(環境影響評価の措置) 

第十一条 都は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について環境の保全

に適正な配慮がなされるように、その事業の実施が環境に及ぼす影響を事前に評

価するために必要な措置を講ずるものとする。 

 

(規制の措置) 

第十二条 都は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制

の措置を講じなければならない。 

2 都は、自然環境の保全を図るため、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれ

がある行為に関し、必要な規制の措置を講じなければならない。 

3 前二項に定めるもののほか、都は、環境の保全上の支障を防止するため、必要な

規制の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

(誘導的措置) 

第十三条 都は、事業者又は都民が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための

施設の整備その他の適切な措置をとることとなるよう誘導することにより環境の

保全上の支障を防止するため、特に必要があるときは、適正な助成その他の措置

を講ずるよう努めるものとする。 

2 都は、事業者又は都民が自らの行為に係る環境への負荷を低減させることとなる

よう誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、適正な経済的負担

を課する措置について調査及び研究を行い、その結果、その措置が特に必要であ

るときは、そのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 



 
(環境の保全に関する施設の整備等) 

第十四条 都は、廃棄物及び下水の処理施設、自動車等の走行により発生する公害

を防止する施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する施設の整備を図るた

め、必要な措置を講ずるものとする。 

2 都は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び

健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 

(資源の循環的な利用等の推進) 

第十五条 都は、環境への負荷の低減を図るため、都民及び事業者による資源の循

環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるよう必要な措

置を講ずるものとする。 

2 都は、環境への負荷の低減を図るため、都の施設の建設及び維持管理その他の事

業の実施に当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の

減量に努めなければならない。 

 

(都民の意見の反映) 

第十六条 都は、環境の保全に関する施策に、都民の意見を反映することができる

よう必要な措置を講ずるものとする。 

 

(情報の提供) 

第十七条 都は、環境の保全に資するため、第二十一条第二項に定めるもののほか、

環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

 

(環境学習の推進) 

第十八条 都は、都民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、

これらの者による自発的な環境の保全に関する活動が促進されるように、人材の

育成その他の必要な措置を講じ、環境の保全に関する学習の推進を図るものとす

る。 

 

(都民等の自発的な活動の促進) 

第十九条 都は、前条に定めるもののほか、都民、事業者又はこれらの者で構成す

る民間の団体による自発的な環境の保全に関する活動が促進されるよう必要な措

置を講ずるものとする。 

 

(調査及び研究の実施等) 

第二十条 都は、環境の保全に関する施策を適正に実施するため、公害の防止、自

然環境の保全、地球環境の保全その他の環境の保全に関する事項について、情報

の収集に努めるとともに、科学的な調査及び研究の実施並びに技術の開発及びそ

の成果の普及に努めなければならない。 

 

(監視、測定等) 

第二十一条 都は、環境の状況を的確に把握するとともに、そのために必要な監視、

測定等の体制を整備するものとする。 

2 都は、前項の規定により把握した環境の状況を公表するものとする。 

 

(公害に係る紛争の処理及び健康障害の救済) 

第二十二条 都は、公害に係る紛争について迅速かつ適正な解決を図るとともに、

公害に係る健康障害の救済を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

 



 
(国及び他の地方公共団体との協力) 

第二十三条 都は、環境の保全を図るための広域的な取組を必要とする施策につい

て、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。 

 

第三章 地球環境の保全の推進等 

第二十四条 都は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に資

する施策を積極的に推進するものとする。 

2 都は、国等と連携し、環境の保全に関する情報の提供、技術の活用等により、環

境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

 

第四章 東京都環境審議会及び東京都環境保全推進委員会 

(東京都環境審議会) 

第二十五条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定に基づき、都

の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させるため、知事の

附属機関として、東京都環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

一 環境基本計画に関すること。 

二 法令の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十

七号)第五条の五第三項を除く。)によりその権限に属させられた事項 

三 前二号に掲げるもののほか、環境の保全に関する基本的事項 

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 

4 審議会は、知事が任命する四十二人以内の委員で組織する。 

5 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ

し、再任を妨げない。 

6 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くこと

ができる。 

7 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に調査委員を置くことがで

きる。 

8 委員、臨時委員及び調査委員は、非常勤とする。 

9 第四項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める。 

(平一二条例二九・平一二条例一七七・平一五条例一二七・一部改正) 

 

(東京都環境保全推進委員会) 

第二十六条 知事その他の都の機関の環境の保全に関する施策について調査等を行

い、その結果を知事に報告させるため、知事の附属機関として、東京都環境保全

推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

2 委員会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員百人以内をもって組織する。 

一 区市町村の長の推薦を受けた者 七十人以内 

二 民間の団体の推薦を受けた者 三十人以内 

3 委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただ

し、再任を妨げない。 

4 委員は、非常勤とする。 

5 前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条、次項及び附則第三項

の規定は平成六年八月一日から、第二十六条の規定は平成七年一月一日から施行

する。 



 
(東京都公害対策審議会条例の廃止) 

2 東京都公害対策審議会条例(昭和三十五年東京都条例第七十四号)は、廃止する。 

3 第二十五条の施行の日の前日において前項の規定による廃止前の東京都公害対

策審議会条例第三条第一項の規定による東京都公害対策審議会の委員である者は、

その任期の末日までの間、第二十五条第四項に規定する委員とみなす。 

附 則(平成一二年条例第二九号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則(平成一二年条例第一七七号) 

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。 

附 則(平成一五年条例第一二七号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


